
 

 

 

 

 

令和４年第１１回 

鳥取市選挙管理委員会議案 
 

 

 

日  時  令和４年１１月２０日（日）午前９時 

 

場  所  鳥取市役所本庁舎４階 会議室４－１ 

 

 



会   議   日   程 

 

１ 開   会 

 

２ 付議する議案 

（鳥取市議会議員選挙関係） 

   議案第９７号 随時抹消者の決定について 

   議案第９８号 専決処分事項の報告及び承認について 

 

３ そ の 他 

    

４ 閉   会 



議案第９７号 

 

随時抹消者の決定について 

 

 令和４年１１月２０日現在で、公職選挙法第２８条の規定により、抹消すべき者を

次のとおり決定する。 

 

 

令和４年１１月２０日提出 

 

 

                       鳥取市選挙管理委員会 

                        委員長 岡田 浩四郎 

 

 

 （死亡・国籍喪失） 

１ 公職選挙法第２８条第１号の規定に基づき抹消すべき者 

  男 ７９人  女 ７７人  計 １５６人 

 

 （転出後４か月経過） 

２ 公職選挙法第２８条第２号の規定に基づき４ヶ月経過後に抹消すべき者 

   男 １５人  女 １９人  計  ３４人 

 

 （在外選挙人名簿への登録移転） 

３ 公職選挙法第２８条第３号の規定に基づき抹消すべき者 

  該当者なし 

 

 （誤載者） 

４ 公職選挙法第２８条第４号の規定に基づき抹消すべき者 

  該当者なし 

 

提案理由 

 公職選挙法第２８条の規定により抹消すべき者を決定するためである。 

 

【参考】当日有権者数 １５３，６０７人 
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議案第９８号 

 

専決処分事項の報告及び承認について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１３７条第１項及び鳥取市選挙管

理委員会規則（昭和３７年鳥取市選挙管理委員会規則第１号）第１７条第１項の規定

により、次のとおり専決処分したので、同令同条第２項及び同規則同条第２項の規定

によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

令和４年１１月２０日提出 

 

 

                       鳥取市選挙管理委員会 

                        委員長 岡田 浩四郎 

 

 

提案理由 

投票管理者の職務を代理すべき者、投票立会人、期日前投票所の投票管理者及びそ

の職務を代理すべき者並びに期日前投票所の投票立会人の一部を変更する必要があ

ったが、急施を要し、委員会を招集する暇がなかったので専決処分をしたものである。 
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専 決 処 分 書（９８－１） 

 

投票管理者の職務を代理すべき者の変更について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１３７条第１項及び鳥取市選挙管

理委員会規則（昭和３７年鳥取市選挙管理委員会規則第１号）第１７条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。 

 

 

 令和４年１１月１６日専決 

 

 

                        鳥取市選挙管理委員会 

                         委員長 岡田 浩四郎 

 

 

 令和４年１１月２０日執行の鳥取市議会議員選挙における投票所の投票管理者の

職務を代理すべき者の一部を次のとおり変更する。 

 

投票管理者の職務を代理すべき者 

 

 区 投票所名 住所 氏名 

変更前 
２３ 大正小学校体育館 

鳥取市 西垣 宏史 

変更後 鳥取市 太田垣 泰之 
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専 決 処 分 書（９８－２） 

 

投票立会人の変更について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１３７条第１項及び鳥取市選挙管

理委員会規則（昭和３７年鳥取市選挙管理委員会規則第１号）第１７条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。 

 

 

 令和４年１１月１６日専決 

 

 

                        鳥取市選挙管理委員会 

                         委員長 岡田 浩四郎 

 

 

 令和４年１１月２０日執行の鳥取市議会議員選挙における投票立会人の一部を次

のとおり変更する。 

 

 

 投票区 投票所名 住所 氏名 

変更前 
18 津ノ井小学校体育館 

鳥取市 安養寺 道正 

変更後 鳥取市 伊藤 直子 
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専 決 処 分 書（９８－３） 

 

期日前投票所の投票管理者及び投票管理者の職務を代理すべき者の変更 

について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１３７条第１項及び鳥取市選挙管

理委員会規則（昭和３７年鳥取市選挙管理委員会規則第１号）第１７条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。 

 

 

 令和４年１１月１６日専決 

 

 

                        鳥取市選挙管理委員会 

                         委員長 岡田 浩四郎 

 

 

 令和４年１１月２０日執行の鳥取市議会議員選挙における期日前投票所の投票管

理者及び投票管理者の職務を代理すべき者の一部を次のとおり変更する。 

 

 

投票管理者 

 

 月 日 期日前投票所名 住所 氏名 

変更前 
１１月１７日 鹿野町期日前投票所 

鳥取市 乾 孝幸 

変更後 鳥取市 西浦 幹茂 

 

投票管理者の職務を代理すべき者 

 

 月 日 期日前投票所名 住所 氏名 

変更前 
１１月１６日 鳥取市期日前投票所 

鳥取市 山内 倫代 

変更後 鳥取市 入江 卓司 

変更前 
１１月１９日 国府町期日前投票所 

鳥取市 中山 和之 

変更後 鳥取市 吉田 彩 
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専 決 処 分 書（９８－４） 

 

期日前投票所の立会人の変更について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１３７条第１項及び鳥取市選挙管

理委員会規則（昭和３７年鳥取市選挙管理委員会規則第１号）第１７条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。 

 

 

 令和４年１１月１６日専決 

 

 

                        鳥取市選挙管理委員会 

                         委員長 岡田 浩四郎 

 

 

 令和４年１１月２０日執行の鳥取市議会議員選挙における期日前投票所の立会人

の一部を次のとおり変更する。 

 

 

 月 日 期日前投票所名 住所 氏名 

変更前 
１１月１６日 鳥取市期日前投票所 

鳥取市 岸本 真慧 

変更後 鳥取市 安藤 光歳 

変更前 
１１月１７日 鳥取市期日前投票所 

鳥取市 田中 千恵子 

変更後 鳥取市 中田 千恵子 

変更前 
１１月１８日 鳥取市期日前投票所 

鳥取市 岸本 真慧 

変更後 鳥取市 河田 尚子 

 

 

- 9 -


